
別記第四十一号の二様式（第二十九条関係）（平16法省令59・全改、平31法省令7・一部改正） 再入国許可 RE－ENTRYPERMITTOJAPAN 有効期間 From から Termof validity Until まで 許可番号 許可年月日 Dateofissue 出入国在留管理局長 （注） 1縦32ミリメートル、横36ミリメートルとする。 2有効期間の欄の上部の空欄には「一回限り SINGLE」又は「数次MULTIPLE」を記入するものとする。 3証印の下部に識別符号を付すものとする。 （表紙裏面） 1この許可書は，出入国管理及び難民認定法第26条第 2項に基づき，所持人の再入国許可のために交付する ものであり，所持人の国籍を証するものではなく，ま た，その国籍に何ら影響を及ぼすものではない。 2この許可書の有効期間は，4ページから28ページに 記載された再入国許可の有効期間内に限る。  


